
束、北タ イ 農家の経済分析  

宮  崎  猛  

1 は し が き  

東北タイ・ドンデーン集落における家族制度は，合同制家族の特徴を具備している。この場  

合合同家族とは，夫婦家族以外に複数の既婚の下位の家族単位を含む。下位の家族単位は，核  

家族もしくは直系家族の形態をとり，それらが個別の消費経済単位である世帯を構成していた  

としても，①それらが1人の家長の下に兄弟姉妹関係を基礎に結合し，⑧共有財産を所有して，  

⑨近隣の家屋に居住する家族形態をいう1〉。その持続期間は不安定であり，主に親子関係ある  

いは兄弟姉妹関係が持続する間までである。   

合同家族における土地共有を，以下伝統的土地所有という。共有対象地は，親の所有地ある  

いは兄弟姉妹の相続地に限定されるが，当該農地を中心に合同家族構成世帯間では，多様な農  

業共同経営が展開される。農業共同経営の主要類型には，全面共同経営，共働型部分共同経営，  

農地貸借型部分共同経営の3種類がある2）。   

全面共同経営は主として親子間でみられ，その対象作目は水稲作，畑作，野菜作，畜産のほ  

ぼ全農業部門に及んでおり，その生産物は各世帯間に分配されずに，共同で保管・消費される。  

当該世帯間では，消費経済について部分共同関係がみられ，単一世帯を経済単位と確定するこ  

とが困難である。当該世帯における経営要素提供関係の特徴は，原則として労働力を操供し合  

うことである。   

共働型部分共同経営ほ親子や兄弟姉妹問でみられこその対象作目は稲作と畑作である。当該  

世帯は各々消費経済単位として独立しており，収穫物は分配される。当該世帯における経営要  

素提供関係の特徴は，労働力を提供し合うが，農地は一方の世帯が出資することである0   

農地貸借塾部分共同経営は兄弟姉妹問でみられ，その対象作目は永稲作と畑作である。消費  

経済単位は単一世帯であり，経営要素提供関係は一方が農地のみを出資し，他方が労働力を提  

供する点に特徴がある。   

本稿では，これら共同経営とそれに参加する農家世帯を考察対象として，農家経済あるいは  

農家集団経済を分析することが課題である。この場合，全面共同経営については参加農家世帯  

を連結して，経済分析するが，部分共同経営については単一世帯を経済単位として，考察する。  

なお，経済分析の視点は第1に，共同経営形態の変化に対応した所得経済に占める農業共同経  

営の比重の変化を明らかにすることであり，第2に，農家経済に占める自給経済と貨幣経済の  
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比較である。   

上記課題を考察するために，同集落における5戸について農家経済簿記調査を行った。調査  

方法は，筆者が作成した現金現物日記帳に調査農家自身が毎日記帳する方式をとった。調査期  

間は，1983年7月13日から1984年3月13日（8ケ月間）である。それゆえ，調査結果の集計・  

決算に当り，勘定科目を時間に対して変動的な収益・費用と固定的な収益・費用とに区分して，  

前者は調査期間の集計結果を1．5倍して決算値とした。また固定的収益・費用については，他  

の調査員3）が行った1983年度（短3年4月から笥4年3月）の農家経済聞き取り調査結果から日  

記帳謝査結果を補完し，筆者が調査した家畜甚蔭く財産台帳から減価償却費を計算して，決算  

値とした。   

調査農家5戸は・後述するように多様な農業共同経営を展開しており，その内容は全共同経  

営類型を網羅していることから，本課題の考察対象には最適である。  

1）合同家族の定義については，拙稿「東北タイ農村における共同経営と土地所有」『アジア経済』28  

巻1号，1987年1月参周。   

2）農業共同経常の類型と伝統的土地所有については，前掲拙稿参周。   

3）固定的収益・費用の決算のために，舟橋和夫（京都女子大学講師）氏の謝査結果を一部利用した。  

記して謝意を称したい。  

2 家族制度と農業経営形態の特徴   

（1）家族制度の特徴と家族周期   

謝査集落における家族制度は，2人以上の既婚子の生殖家族と同居するのを原則とする合同  

制家族（joint払milysystem）と極めて類似している。合同家族は夫婦，未婚の子供，既婚子  

たちとその配偶者および子により構成される。これは，複数の既婚子が共属する定位家族をか  

なめとして，既婚子たちの生殖家族が横に結合した形態である。この場合，遺産の共同相続と  

財産共有とに特徴がある。調査集落では，最年少の既婚娘夫婦が親と同居（直系家族世帯）し，  

他の既婚子夫婦はその近隣に家屋を独立（核家族世帯）して，「屋敷地共住集団」4）を形成する  

傾向が強い0当該集団内では，濃密な相互扶助が展開され，財産の所有と相続の形態は合同制  

家族と同様である。   

合同制家族の周期について，家族分裂から次の家族分裂までの間を以下の4段階に区分でき  

る。①家族分裂により夫婦家族が成立した場合，長女結婚までの核家族形態をとる時期。④長  

女結婚から次女結婚までの，直系家族形態をとる時期。④次女結婚から親死亡までの，核家族  

が縦横に結びつく合同家族形態をとる時期。④親の死亡から家族分裂までの，兄弟の核家族が  

横に結びつく合同家族の時期。  

調査集落では，上記の家族周期に対応して多様な農業経営形態が展開している5）。欝1段階  

では，自作経営，刈分地主経営，刈分小作経営が，第2段階では白作経営や自小作経営がそれ  

ぞれみられる0第3段階では，親子全面共同経営が展開し，第4段階では兄弟姉妹間における  
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全面共同経営と部分共同経営がみられる。部分共同経営には共歯型と農地貸借型の2類型があ  

る。   

調査農家を家族周期の各段階に位置づけると，156番農家は第1段階にある。2番と57番の  

農家は第3段階にあり，両世帯とも合同家族の核となる親世帯である。これに対して182番農  

家は，57番農家の娘夫婦世帯である。21番と23番，106番の農家は第4段階にあり，前2者は  

姉妹関係の世帯である。  

（2）調査農家における農業経営形態の変化   

2番農家は両親と同居する末娘夫婦の直系家族である（図1）。その農地は両親が所有して  

おり，‘82年は自作経営であったが，℃3年は畑を対象に共働塾部分共同経営を行った。これに  

参加する他の2世帯は，末娘の兄姉夫婦である。   

57番農家は後妻をとった夫とその子供の核家族である。先妻は死亡し，その相続地は先妻の  

娘（182番農家）に一括相続されている。両世帯ば82年に全面共同経営を行っていたが，℃3年  

は田を対象に共働型部分共同経常を行った。共同経営の対象地は両世帯から共同出資されてい  

る点に特徴がある。   

23番農家は母親と4女夫婦が同居する直系家族であった。21番農家は独身の3女と6女の世  

囲1 2番農家における農業経営の変化  

1983年 共働型部分共同経営  1982年 自作経営  

田12  

畑6．75  

園1．25（うち0．5貸付）  

‰2〔6〕  

および畑の面積単位はライ（1ライは   注1）恥は農家番号，田（水田）と園（菜園）  
0．16血）である。  

2）〔〕内の数字は，該当農家の家族員数である。  

3）共同経営は2重枠で示している。この場合，農家番号右隣の農地は該当農家の   

出資した共同経営地である。  

4）表示方法は圏2～図5も同株。  

図2 57番農家と182番農家における農業経営の変化  

1983年 共働型部分共同経営  1982年 全面共同経営  

Nq57〔5〕畑5（貸付）  

N仇57 田10  

N仏182田10  

N誼82〔5〕園1．5  
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図3 21番農家と23番農家における農業経営の変化  

1983年 全面共同経営  1982年 刈分小作経営  

エ≡  

寧≡′L二一票‥  

図4 156蕃農家に関する農業経営   

共働塾部分共同経営  

図5 106番農家に関する農業経常  

農地貸借型部分共同経営  

共働型部分共同経営  

帯である。笥2年では前者が自作経営，後者が刈分小作経営であったが，同年に母親が死亡し，  

同時にその所有田10．5ライが娘3人に3．5ライずつ均分相続された。この時点で23番農家の自  

作地が縮小したことから，雨姉妹世帯による全面共同経営が開始された。共同経営の対象地に  

は，21番農家が℃0年から5年契約で借入れた刈分小作地も含まれている（図3）。  

156番農家は夫婦家族であるが，自作経営以外に2つの共働型部分共同経営に参加している。  

一方では，隣接集落に住む夫の叔母が所有する田20ライを共同経営して，収穫物の1／3を受取  

る。他方では，隣人（106番農家）の所有する畑11ライを共同経営して，粗収益の40％を受取  

る（図4）。  

106番農家では，上記の共同経営以外に2つの農地貸借塾共同経営に参加している。一方で  

ほ，夫が相続した田9ライを対象に隣接集落に住む夫の弟夫婦と共同経営しており，収穫物の  

50％を受取る。他方では，妻の妹（76番農家）の所有田24．5ライを対象に共同経営しており，  

収穫物の60％を受取る（図5）8）。  

4） 

5）禍査集落における家族周期と農業共同経営の展開については，拙稿「親子農業共同経営と相互扶助  

的刈分小作に関する比較研究」『農林業問題研究』21巻2号，1985年6月参周。   

6）106番農家における妻の妹の所有田24．5ライに関する農地貸借塾部分共同経営は，‘81年から開始さ  
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れた。それ以前の両姉妹世帯における共同経営形態をみると，ヤ0年までは全面共同経営であり，‘71  

年から‘80年までは共働塾部分共同経営であった。この点に関する詳細は，前掲拙稿肝アジア経済劇  

参席。  

3 農 家 経 済 分 析   

（l）分 析 指 標   

調査農家経済では，貨幣経済が深く浸透した農家が一部みられるが，自給経済の比重が高い  

農家もみられる。それゆえ本稿では，第1に農家経済に占める自給経済の位置と役割について  

分析するため，第2に共同経営が所得経済ノに占める位置と役割について分析するために，以下  

の分析指標を設定する。   

自給経済は，物々交換経済と農林水産物等家計仕向（自給家計費），同経営仕向（自給経営  

費）から構成される。この場合，貨幣を媒介せずに，現物で取引きされる点に特徴がある。各  

々の自給経済構成部分の比重を，以下の分析指榛により表わす。   

㊥備竺去断交換率   

①儲＝現物掛率  
⑨＝経営費自給率 ④白額＝家計費自給率   

共同経営から農家経済に分配される収入（共同経営収入）は，稲や野菜部門等の場合現物で  

あるが，畑作物や畜産部門等の場合現金である。共同経営収入が農家収入に占める割合を，以  

下の分析指標により表わす。   

⑤＝共同経営掛率  

⑥共同経営収入が現物の場合，  

硝同経由あ収入率  

⑦共同経営収入が現金の場合，  

卿：共同経営現金収入率  
現金総収入  

なお，自給経済における現物取引の貨幣換算見積りは，該当現物の農家庭先価格により評価  

した。  

（2）自給経済と共同経営の経済分析   

2番農家における現物収入率は47％と高く，そのうち物々交換率は12％にも達している（表  

1）。また，経営費自給率（71％）と家計費自給率（66％）も極めて高い。こ当該農家収入に占  

める農林水産経営収入の割合は99％と高く，専業農家であることから，当該農家における貨幣  
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表1 2番農家の収入と支出  

注1）単位：バーツ／戸・集団（当時の1バーツほ約10円）。   

2）1983年は同年4月から’84年3月まで，’82年は同年4月から，，83年3月までを示し   

ている0また大家育の収入と支出については，その償却額と増殖額の評価が困難であ   

ることから，その計算には大家畜売却額を収入に，その購入額を支出に含める便法を  
とった。   

3）表示方法は表2～表5も同様。  

経済の浸透は微弱である。1983年はキャッサバ部門について共同経営を行ったが，その共同経  

営収入率は15％であり，共同経営現金収入率は28％である。   

57番農家は，全面共同経営（1982年）から部分共同経営（℃3年）へと展開したことから，  

農林水産経営収入が減少している（表2）。当該農家では小売業と賃金の収入が多いことから，  

現物収入率（10％）や家計費自給率（17％）．は低い。しかし，物妄交換率（6％）や経営費白  
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表2 57番農家と182番農家の収入と支出  

注）1982年は，57番農家と182番農家との経済を連結して示している。1983年は57番農家   
の経済のみを示している。  
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給率（62％）は比較的高い。共同経営対象部門が水稲作であり，共同経営収入率（7．5％）や  

共同経営現金収入率（1．5％）は低いが，共同経営現物収入率（59％）は高い。   

21番農家は，刈分小作経営（短2年）から全面共同経営（篭3年）へと展開したことから，農  

林水産経営収入が増加している（表3）。同時に賃金収入も大幅に増加している。それゆえ，  

当該経営では現物収入率（22％）や物々交換率（0％），経営費自給率（27％），家計費自給  

率（18％）は，いずれも極めて低い。また，共同経営収入率（29％）や共同経営現物収入率  

（100％）は高く，共同経営現金収入率は10％である。57番農家と21番農家に関する全面共同  

経営をみると，全面共同経営を行った年度の農家収入ほ，それを行わない年度の農家収入に比  

表3 21番農家と23番農家の収入と支出  

注）1983年は，21番農家と22番農家との経済を連結して示している。1982年は21番農家の   
経済のみ示している。  
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較して飛躍的に拡大していることがわかる。全面共同経営は，単に参加農家間の相互扶助を濃  

密化する効果をもつのみならず，当該個別農家収入の合計額を上回る収入をもたらすことに，  

その重要な意義がある。  

156番農家は，キャッサバ部門と一部の水稲部門について，複数の共同経営を行う専業農家  

である。それゆえ，当該経営では現物収入率（53％）や物々交換率（6％），経営費自給率（63  

％），家計費自給率（34％）は，いずれも比較的高い（表4）。また，共同経営収入率（40％），  

共同経営現物収入率（49％），共同経営現金収入率（30％）は，ともに極めて高水準にある0  

106番農家は，キャッサバやケナフの畑作物部門と一部の水稲部門について複数の共同経営  

を行う兼業農家である。兼業農家であることから現物収入率（29％）や物々交換率（1．5％）  

は低いにもかかわらず，経営費自給率（80％）や家計費自給率（35％）は比較的高い0また，  

共同経営収入率は14％，共同経営現物収入率は30％，共同経営現金収入率は7％である0156  

表4156番農家の収入と支出  
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表5106番農家の収入と支出  

番農家と106番農家に関する部分共同経営をみると，複数の部分共同経営を組合せることによ  

り，全面共同経営に近い共同経営収入率を確保しているのが特徴である。  

4 む  す  び  

農家収入から農家支出を控除した差額を，農家経済余剰（欠損）とすると，℃3年のそれは  

2番農家11，774バーツ，57番農家31，957バーツ，21番農家と23番農家14，437バーツ，156番  
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農家9，291バーツ，106番農家35，308バーツとなる。農家経済余剰は，兼業農家で高く，専業  

農家で低くなる傾向が強い。調査農家についてほ，農家経済余剰が全事例ともプラスである0  

この要因のひとつに，全面共同経営や複数の部分共同経営を組合せることにより，農林水産経  

営収入および農家収入を増加させる効果が考えられる。また，2番農家を除いて共同経営現物  

収入率が30％以上であることから，共同経営が自給経済に果たす役割は少なくないものと思わ  

れる。  
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